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緊急避難場所

急避難場所と避難所の違い

回覧

避難所

災害によって生活する場所を失った

場合 (被災)や災害発生で、自宅等に

戻ることが危険だと思われる場合な

ど、元の生活に戻れるまでの一定期間、

生活の場として利用するところ。

避難生活が必要となつた

被災者がいる場合に開設

梅雨前線や台風が近づいて<ると大雨による主砂災害や河川の)巳濫などの災害が起こりや
すい状況になります。

特に土砂災害警戒区域内やその付近、河川の浸水想定区域は避難することを考えておかなけ
ればなりません。

饂

土砂災害や洪水などの災害で、その危

ln~が回避されるまでの期間、緊急的に

避難し身を守るところ。

市が発令する避難情報「警戒レベル

3」「誓戒レベル4」 で開放。

災害の危険性がなくなると開鎖

避難にあたっての注意

・避難途中の安全確保については各自責任を持つて行動 して<ださい。

・緊急避難場所では食料品や日用品などの提供はいたしませんので、あらか じめ 1日 分程度の

食料、飲料水、着替え、ラジオなどの情報入手できるものなど、最低限必要なものを準備の

うえ避難 してください。

・ゴミ等は各自お持ち帰りください。

・避難者が協力して利用したところの清掃や片付けをしてください。
・施設の職員の指示に従って<ださい。

生駒市では「緊急避難場所」と「避難所」の両方の機能を持った施設を指定しています。
(「芸術会館美楽来」を除<)

必要に応じて緊急避難場所から避難所へ移行します。         '
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26壱分小学校
27大瀬中学校 ○  ○
28生駒南小学校 ○  ○

30むかいやま公 館 ○ ○ ○ ○
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第二小学
33井出山

Nol1 6「 生駒中学校」は土砂災害のおそれのあるときは使用できません。
No.21「 芸術会館美楽来」は避難所としての使用はできません。
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